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第1部　エジプト民法典の成立

エジプト民法に関する比較法的考察
フランス民法の影響の観点から日本の民法とエジプトの民法を比較する

野村　豊弘

1 ．はじめに

（1）エジプト民法の制定

エジプト民法制定の歴史的経緯については、堀井聡江教授による論考が本書
に収録されている

1

ほか、すでにいくつかの研究が公表されている
2

。そこで、こ
こでは、後述するような本稿の目的から、フランス民法との関係について、簡
単に述べるにとどめる。
これらの研究によれば、フランス人の比較法研究者として著名なエドゥアー
ル・ランベール教授（Edouard LAMBERT (1866–1947)）

3

とエジプト人の法学者アブ

1 本書27頁以下参照。
2 堀井聡江『イスラーム法通史』山川出版社（2004年）207頁以下、両角吉彰「エジプト民法典小史」

東京大学法科大学院ローレビュー第 2巻（2007年）151頁以下、同『イスラーム法における信用と
「利息」の禁止』羽鳥書店（2011年）250頁以下、大河原知樹・堀井聡江『イスラーム法の「変容」』
山川出版社（2014年）72頁以下、堀井聡江「第 5章エジプト民法典」（鮎京正訓編集代表『アジア法
整備支援叢書　多様な法世界における法整備支援』旬報社（2021年）491頁以下所収）、Nabil Ahmed 
Saïd,“La technique de la  en matière de droit privé en Egypte”, RIDC, 1956, vol. 8, no 3, 
p. 371 et s.  Chehata,“Les suvivances musulmanes dans la  de droit civil égyp-
tien”, RIDC, 1965, vol. 17, no 4, p. 839 et s.等参照。また、エジプト民法を含めて、現代アラブにおけ
る民事法については、Guy Bechor, The Sanhuri Code and the Emergence of Modern Arab Civil Law 
(1932–1948), 2007, Brill参照（なお、本研究会会員である神戸和子弁護士による翻訳がある［未刊行］）。

 なお、サンフーリーは、ランベール教授のリヨン大学退職記念論文集に、将来のエジプト民法の要素
となる法源という観点からイスラム法とエジプト混合民法典および国民民法典とフランス民法典を比
較する論文を寄稿している(ABD-EL-RAZZAK AH. EL SANHOURY BEY, "Le droit musuman comme élément 
de refonte du Code civil égyptien", in Introduction à l'étude du droit comparé, 1938, t. II, p. 621 et s.)。

3 ランベールの簡単な履歴については、  ARABEYRE, Jean-Louis HALPÉRIN et Jacques KRYNEN (sous 
la direction de), Dictionnaire historique des juristes français XIIe–XXe siècle, 2e éd., 2015, PUF, p.596 
et suiv.参照。また、ランベールの比較法学における活躍については、五十嵐清『比較法ハンドブ
ック〔第 2版〕』勁草書房（2015年）38頁以下、David DEROUSSIN, "Édouard Lambert: une conception 
originale (en France) du droit comparé?", Catherine FILLON, "Édouard Lambert - L'homme et le fon-
dateur de l'Institut de droit comparé", in Frédérique FERRAND et Olivier MORETEAU, L'Institut de droit 
comparé Édouard Lambert dans le siècle, 2022, Société de législation comparée, p. 17 et s. et p. 41 et 
s. 参照。また、リヨン大学におけるランベールとエジプトとの関係について、Isabelle LENDRE-
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